
職業紹介事業許可更新説明会

職業紹介事業許可
有効期間更新説明会紹
介事業許可更新説明会動画の中に、

動画視聴後に回答いただく
アンケートに必要なパスワードが
表示されます。



➁ 取扱職種等の範囲

本動画の内容について

1

➀ 求人・求職申込み

➂ 労働条件の明示等

➃ 帳簿書類の備え付け

➄ 職業紹介事業者に係る情報提供



➀求人・求職申込み

求人・求職の受理の原則

職業紹介事業者は、求人の申込み及び求職の申込みは
原則として、全て受理しなければならない

求人求職受理の原則は、取扱職業の範囲及び
取扱職種の範囲等の範囲で適用される。
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求人・求職申込みの不受理

① 申込みの内容が法令に違反するとき

② 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常

の労働条件 と比べて著しく不適当であると認められるとき

③ 一定の労働関係法令違反の求人者による求人

④ 求人者が労働条件の明示をしないとき

⑤ 暴力団員等による求人

※ただし、以下の場合は受理しないことができます。

求人

① 申込みの内容が法令に違反するとき求職

3



求人不受理の確認
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不受理事由に該当するか否かは「自己申告書」で確認！

求人者が内容を確認のうえ、
求人者が記載します。



闇バイトに関する不審情報の掲載防止
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「いわゆる「闇バイト」に関する
不審情報の掲載防止のための
チェックリスト」」に沿って、
取組内容の確認をお願い
します。



港湾運送業務に就く職業

港湾労働法第２条第２号に規定する港湾運送の業務又は同条第１号
に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する
業務として厚生労働省令で定める業務

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若し
くは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務

➁取扱職種等の範囲

取扱職業の範囲

有料職業紹介事業の取扱職業の範囲

⇒求職者に紹介してはならない職業（禁止業務）がある

建設業務に就く職業
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取扱職種の範囲等の明示
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・取扱職種の範囲等
・手数料に関する事項
・苦情の処理に関する事項
・求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
・返戻金制度に関する事項

明示が必要な事項

職業紹介事業者は、求人者及び求職者に対して、以下の事項を、
求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、すみやかに書面の交付
により明示しなければならないこと。
（書面の交付を受けるべき者が希望した場合にファクシミリ、電子メール等も可）

★加えて、令和7年4月1日以降に求人者から求人の申込みがあった際には、求人
者に対する違約金規約を設けている場合には規約を明示すること。



取扱職種の範囲等について
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取扱職種・範囲や
手数料に関する事項など、
労働局に届け出た内容と
一致していることを
確認してください。

返戻金制度を設けること
が望ましいですが、
設けていない場合は、
その旨記載してください。



個人情報の取扱いについて１

① 個人情報の収集、保管及び使用
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個人情報の取扱い

・ 求職者の個人情報を収集する際には、業務の目的を具体的に明示すること。★
・ 本人から直接収集する等適法かつ公正な手段によること。
・ 個人情報の保管または使用は、収集目的の範囲に限られること。
・ 求人者に対して求職者の個人データを示す行為（第三者提供）の留意点

法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで個人情報を第三者（求人者等）に提供
することを禁止している。

求職申込書に、個人データが求人者に提供されることに関する同意欄を設けること等により、
必ず求職者から同意をあらかじめ得るようにすることが必要となる。

＊「同意」の取得方法は、特段の要式行為とされているものではないが、トラブル防止等の観点からも、
書面による取得など事後に「同意」の事実を確認できるような形で行うことが望ましい。

求人者に対して求職者の個人データを示す行為は「第三者提供」に該当注意

★は令和4年10月施行



・ 個人情報に関し、適切な措置を講ずるとともに、求職者からの求めに応じ、当該措置の
内容を説明しなければならないこと。

・ 求職者等の秘密に該当する個人情報が知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由
なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

・ 個人情報の適正管理に関する規程を作成し、自らこれを遵守し、かつ、その従業者に
これを遵守させなければならないこと。

・ 本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、本人に対して不利益
な取り扱いをしてはならないこと。

② 個人情報の適正管理

個人情報の取扱いについて２

・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
・個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置
・正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
・収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

・個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
・個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
・本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。）の取扱いに関する事項
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
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求人者
紹介
事業者 求職者

明示した労働条件を変更する場合、求人者は求職者に対し、
変更内容等を書面の交付等により明示（変更明示）

➂労働条件の明示等
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労働条件明示
（当初の明示）

労働条件明示
（当初の明示）

求職者

①求人者は職業紹介事業者に対して
②職業紹介事業者は求職者に対して
③労働条件等を
④書面の交付により明示する必要があります。



労働条件の明示について
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➀業務内容(変更の範囲含む)
➁雇用期間(更新上限含む)
➂試用期間
⇒試用期間の有無、試用期間がある場合
はその期間
➃就業場所(変更の範囲含む)
➄労働時間・休憩・休日
⑥時間外労働の有無
➆賃金
⑧社会保険・労働保険の適用
⑨労働者を雇用しようとする者
の氏名又は名称
⑩派遣労働者として雇用する場
合はその旨
⑪受動喫煙防止措置

明示が必要な事項
★赤字は2024年4月より追加



① 求人等に関する情報の的確な表示の義務付け

② 広告等により求人等に関する情報を提供するに当たっては、虚偽の表示
又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

● 求人等に関する1～5の情報すべての的確な表示が義務付けられていること。
1.求人情報 2.求職者情報 3.求人企業に関する情報
4.自社に関する情報 5.事業の実績に関する情報

・対象となる情報
広告や連絡手段を通じて提供される求人情報・求職者情報が幅広く対象

・対象の広告・連絡手段
新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、書面、ウェブサイト、アプリ等

● 求人情報、求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じる義務があること。
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求人等に関する情報の的確な表示



➃帳簿書類の備付け
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備え付けるべき帳簿書類

有料職業紹介事業者 ・求人求職管理簿
・手数料管理簿

無料職業紹介事業者 ・求人求職管理簿

備え付けるべき場所

職業紹介事業を行う事業所

帳簿書類の様式

任意

帳簿書類の保存期間

求人求職管理簿・・・求人又は求職の有効期間終了後2年間
手数料管理簿・・・・・手数料の徴収完了後2年間



求人管理簿について
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① 求人者の氏名又は名称 ② 求人者の所在地 ③ 求人担当の連絡先
④ 求人受付年月日 ⑤ 求人の有効期間 ⑥ 求人数
⑦ 求人の職種 ⑧ 就業場所 ⑨ 雇用期間 ⑩ 賃金
⑪ 職業紹介の取扱状況

求人管理簿の記載事項

[有効期間の終了後２年間保存]

求人管理簿

備考

⑪ 職業紹介の取扱状況⑩⑨⑧⑦⑥⑤④① 求人者の氏名又は名称

求人受理番号
無期雇用就職者に関する事項等

雇用
期間

採用
年月日

採否
結果

求職者氏名
紹介
年月日

賃 金雇用期間就業場所職 種求人数
有効
期間

受付
年月日

② 所 在 地

6か月以内の離職状況
(a),(b)のいずれかを記載

転職勧奨禁止期間
③ 連絡担当者
連絡先電話番号

□無期
□有期

不採用○○ ○○R6.3.28

月給
22～26
万円

無期

株式会社○○
電機工業
名古屋中工場

電気部品製
造

1R6.4.30R6.1.10

株式会社○○電機工業

R6.4.10充
足により
求人取消

(a)調査により確認
・6か月以内に離職したか
離職 □離職せず □不明

・調査日：R6.11.1
・調査方法：電話確認

(b)返戻金制度に基づく返金で確
認
・6か月以内の離職による返金
□返金有 □返金無

R8.4.14
無期

□有期
R6.4.15採用△△ △△R6.3.28

名古屋市中区錦
○-○-○

名古屋市中区三の丸○－○

総務部長 ○○ ○○
０５２－０００－００００

6-1

求人管理簿の記載例



求職管理簿について
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① 求職者の氏名 ② 求職者の住所 ③ 求職者の生年月日
④ 求職者の希望職種 ⑤ 求職受付年月日 ⑥ 求職の有効期間
⑦ 職業紹介の取扱状況

求職管理簿の記載事項

[有効期間の終了後２年間保存]

求職管理簿

備考

⑦ 職業紹介の取扱状況⑥⑤④
求職者の氏名
住 所
生年月日

①
②
③

無期雇用就職者に関する事項等
雇用
期間

採 用
年月日

採否
結果

求人者の
氏名又は名称

求人受理番号
紹 介
年月日

有効
期間

受 付
年月日

希望職種
6か月以内の離職状況
(a),(b)のいずれかを記載

転職勧奨禁止期間

R6.2.28
有効期間
満了のた
め求職取
消

不採用○○鉄工株式会社6-2R6.1.25

R6.2.28R5.12.15
電気機器
組立

★★ ★★

不採用

株式会社○○電機工
業
名古屋中工場

6-1R6.2.15名古屋市中区□□ ○-○-○

平成11年1月22日

R6.4.15
就職のた
め求職取
消

(a)調査により確認
・ 6か月以内に離職したか
□離職 離職せず □不明
・ 調査日：R6.11.1
・ 調査方法：電話確認

(b)返戻金制度に基づく返金で
確認
・ 6か月以内の離職による返
金
□返金有 □返金無

R8.4.14
無期

□有期
R6.4.15採用

株式会社○○電機工
業
名古屋中工場

6-1R6.3.28R6.5.31R6.3.25
電気機器
組立

△△ △△

名古屋市中区□□ ◎-◎-◎

平成7年11月21日

求職管理簿の記載例



手数料管理簿について
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①手数料を支払う者の氏名又は名称
②徴収年月日
③手数料の種類（求人受付手数料、求職受付手数料、求職者手数料、紹介手数料等）
④手数料の額（徴収した手数料の額、第二種特別加入保険料を徴収している場合はその額）
⑤手数料の算出の根拠（手数料の算出根拠となった賃金、割合等）

手数料管理簿の記載事項

手数料管理簿の記載例

[手数料の徴収完了
後２年間保存]

手数料管理簿

備 考

⑤ 手数料の算出根拠④ 手数料の額③②①

賃金、割合等
第二種特別
加入保険料

手数料（※）手数料の種類徴収年月日
手数料を支払う者の
氏名又は名称

求人受付事務費1,000円
成功報酬（★★ ★★ 分）
賃金総額300万円×20％＝60万円

601,000円
求人受付事務費用
紹介手数料

R6.11.25○○鉄工株式会社

届出制手数料を徴収する事業所の場合



➄職業紹介事業者に係る情報提供

職業紹介事業者は、厚生労働省の運営する「人材サービス
総合サイト」において、職業紹介の実績等に関する情報提
供を行うことが義務づけられています。
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人材サービス総合サイトについて
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① 各年度（各年の４月１日～翌年の３月３１日）に就職した者の数
② ①のうち、無期雇用就職者の数
③ ②のうち、就職から６か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数

④ ②のうち、就職から６か月以内に解雇以外の理由で離職したかどう
か判明しなかった者の数

⑤ 紹介手数料率の実績★
⑥ 手数料に関する事項（手数料表の内容）

⑦ 返戻金制度に関する事項（導入の有無及び導入している場合はそ
の内容）
⑧ その他、職業紹介事業者を選択する際に参考となる情報（任意）

情報提供する項目

⇒求職者及び求人者が適切な職業紹介事業者を選択することを可能にする。

★は令和7年4月施行



・求人メディアや求人誌など、求人企業から依頼を受けて求人情報を提供する
・人材データベースなど、求職者から依頼を受けて求職者情報を求人企業に提供する
・求人情報・求職者情報を収集（クローリング）して提供する
・他の求人メディアに掲載されている求人情報を転載する

その他の事業運営
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募集情報等提供事業について

１ 募集情報等提供に該当するサービス☆

・特定募集情報等提供事業者（労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集
情報等提供事業者）については届出の義務があること。

・年に1度、事業の概況を報告する必要があること。

２ 特定募集情報等提供事業者の届出☆

● 職業紹介事業の他に、募集情報等提供事業を実施している場合には、当該規定が適用

されること。

３ 労働者になろうとする者への金銭等提供の禁止、求人者への利用料金、違約金等の明示★

・労働者になろうとする者に、金銭等の提供は好ましくなく、社会通念上相当と認め
られる程度を越えて、金銭などを提供することは行わないこと。

・求人者に対して、利用料金、違約金等について明示を行うこと。

★は令和7年4月施行

☆は令和4年10月施行



おわりに

以上で、職業紹介事業に関する説明は
終わりです。
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ご視聴ありがとうございました。


